
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を

作
り
ま
し
ょ
う

１
０
０
７
４
２
８

　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
申
請

し
て
い
な
い
方
に
、
地
方
公
共
団

体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
か
ら
マ
イ

ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
申
請
す
る
た

め
に
必
要
な「
個
人
番
号
カ
ー
ド
交

付
申
請
書
」が
１
月
～
３
月
に
か
け

て
順
次
送
付
さ
れ
ま
す
。
マ
イ
ナ

ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
申
請
し
て
い
な

い
方
は
、
こ
の
機
会
に
申
請
を
お

願
い
し
ま
す
。

▪
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
申
請

　
す
る
方
法

❶
届
い
た
個
人
番
号
カ
ー
ド
交
付

申
請
書
を
使
用
し
て
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
で
顔
写
真
を
撮
影
し
、

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
か
ら
直
接
申

請
❷
市
役
所
の
窓
口（
市
民
課
、
赤

羽
根
市
民
セ
ン
タ
ー
、
渥
美
支

所
）で
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
申

請
用
顔
写
真
無
料
撮
影
サ
ー
ビ

ス
を
利
用
し
て
申
請

▪
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
取
得

　
す
る
と

❶
全
国
の
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト

ア
で
住
民
票
な
ど
が
取
得
で
き

る
コ
ン
ビ
ニ
交
付
サ
ー
ビ
ス
が

利
用
で
き
ま
す

❷
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
で
２
万
円
の

チ
ャ
ー
ジ
ま
た
は
買
い
物
を
す

る
と
５
０
０
０
円
分
の
ポ
イ
ン

ト
が
も
ら
え
る
大
変
お
得
な
マ

イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
の
申
し
込
み
が

で
き
ま
す（
３
月
末
ま
で
に
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
交
付
申

請
を
行
う
と
９
月
末
ま
で
マ
イ

ナ
ポ
イ
ン
ト
を
取
得
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
）

❸
運
転
免
許
証
に
代
わ
る
本
人
確

認
書
類
と
し
て
利
用
で
き
ま
す

❹
ｅ
‐Ｔ
ａ
ｘ
に
よ
る
確
定
申
告

が
可
能
に
な
り
、
ｅ
‐Ｔ
ａ
ｘ

に
よ
る
申
告
で
青
色
申
告
の
要

件
を
満
た

す
方
は
、

65
万
円
の

青
色
申
告

特
別
控
除

が
受
け
ら
れ
ま
す

※
詳
細
は
市
Ｈ
Ｐ
を
ご
覧
い
た
だ

く
か
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

▼
市
民
課

☎
23‐３
５
１
１

23‐４
２
７
０

寄
付

　
次
の
方
々
か
ら
ご
寄
付
を
い
た

だ
き
ま
し
た
。
ご
厚
意
に
感
謝
し

ま
す
。

▼
11
月
19
日
、
㈱
田
原
観
光
情
報

サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
代
表
取
締
役

鈴
木
喜
玄
様
か
ら
図
書
館
の
教
育

活
動
の
充
実
の
た
め
、
書
籍
95
冊

▼
12
月
７
日
、
匿
名
希
望
の
方

か
ら
社
会
福
祉
の
た
め
、
白
米

１
５
０
㎏

▼
12
月
23
日
、
第
一
生
命
保
険
㈱

豊
橋
営
業
支
社
支
社
長　
西
岡
宏

二
郎
様
か
ら
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
対
策
の
た
め
、
絵
本
袋

30
枚
、
乳
児
用
お
手
拭
き
30
枚
、

ま
ま
ご
と
用
エ
プ
ロ
ン
30
枚
、
抱

っ
こ
紐
30
枚

税

軽
自
動
車
税（
種
別
割
）の

異
動
届　
　

１
０
０
０
７
８
２

　

軽
自
動
車
税（
種
別
割
）は
、
毎

年
４
月
１
日
に
軽
自
動
車
な
ど
を

所
有
・
登
録
さ
れ
て
い
る
方
に
課

税
さ
れ
る
税
金
で
す
。

　

車
両
の
譲
渡・
売
却・
盗
難・
廃

棄・所
有
者
の
死
亡
な
ど
で
、
す
で

に
使
用
や
保
有
を
さ
れ
て
い
な
い

状
態
で
あ
って
も
、
届
け
出
を
行
わ

な
い
限
り「
台
帳
上
の
所
有
者
」と

し
て
課
税
さ
れ
ま
す
。

　
届
け
出
が
お
済
み
で
な
い
方
は
、

早
急
に
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

※
年
度
末
は
、
窓
口
が
混
雑
し
ま

す
の
で
、
で
き
る
限
り
３
月
中
旬

ま
で
に
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い

▪
お
問
い
合
わ
せ

◦
原
動
機
付
自
転
車（
排
気
量

１
２
５
㏄
以
下
）、
小
型
特
殊

自
動
車（
ト
ラ
ク
タ
ー
、フ
ォ
ー

ク
リ
フ
ト
な
ど
）

▼
税
務
課

☎
23‐３
５
１
０

23‐０
１
８
０

◦
軽
二
輪（
１
２
６
㏄
～
２
５
０

㏄
）、
小
型
二
輪（
２
５
１
㏄
以

上
）

▼
愛
知
運
輸
支
局
豊
橋
自
動
車
検

査
登
録
事
務
所

☎
０
５
０（
５
５
４
０
）２
０
４
９

◦
軽
自
動
車

▼
軽
自
動
車
検
査
協
会
愛
知
主
管

事
務
所
豊
橋
支
所

☎
０
５
０（
３
８
１
６
）１
７
７
１

※
名
義
変
更
、
廃
車
な
ど
の
手
続

方
法
は
、
軽
自
動
車
検
査
協
会
の

Ｈ
Ｐ（https://w

w
w

.keikenkyo.
or.jp

）で
も
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す

「たはら暮らし」の魅力
写真で発信中！
　本市ではインスタグラムに公式アカウント「tahara_
kurashi（たはら暮らし）」を開設しています。
　「たはら暮らし」には、私たち
が日頃目にしている市内の風
景や暮らしの１コマ、地域のイ
ベントなどの写真を投稿してい
ます。
　また、キーワードで写真が集
まるインスタグラムの仕組み
を利用し、市アカウントの閲覧
登録者に「＃たはら暮らし」の
キーワードを付けた投稿を呼
び掛けています。
　あなたの知らない田原市を
発見できるかもしれません。ぜ
ひ、のぞいてみてください。

▶広報秘書課☎22-0138
1004334

広報たはら  令和3年2月│    │21

おしらせ INFORMATION ※ ・ＨＰ=ホームページ／ =市ＨＰでの検索用ページＩＤ／市役所への郵送は【〒441-3492　住所不要】


